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７予算第１８７４４４号 

令和７年１１月１９日 

各部（局）長 

教  育  長        殿 

警 察 本 部 長       

政 策 部 長 

 

令和８年度予算の編成について 

 

令和８年度当初予算は、下記により編成しますので、香川県予算規則（昭和３９年

規則第３６号）第４条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

Ⅰ 財政状況と予算編成の基本方針 

 

１．財政状況 

本県では、持続可能な財政運営を図るため、累次にわたる財政運営の指針に沿っ

て、毎年度生じる財源不足に的確に対応した財政健全化の取組みを行い、各年度の

収支均衡はもとより、県債残高の減少や財源対策用基金残高の取崩し抑制を図る

など、財政健全化に向けた取組みを着実に進めてきた。 

県下の経済情勢は、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた県経済の回復が

順調に進んでいるものの、賃金上昇が物価高騰に追い付けない状況もあるなど、

まだ本格的な回復には至っていないと考えられる。上向きに転じた本県経済の回

復を本格化するためには、時機を捉えた的確な対応が求められるほか、少子化対

策をはじめ山積する諸課題にも着実に対応していかなければならない。 

今般、現状の県税収入等の伸びがこのまま見込めるものとして、財政運営ビジョ

ンの将来見通しの再推計を行ったところ、物価高騰等により既定経費などが歳入の

伸びを大きく上回って増加すると見込まれたところである。 

今後、国において、「年収の壁」引上げや揮発油税等の暫定税率廃止などを含む

令和８年度税制改正についての検討が始まる中、来年度の税収や地方交付税をはじ

めとした地方財政への影響にも配慮した制度設計となるよう求めていく必要がある。 

こうした考えのもとで、財政の持続可能性を確保しつつ、山積する諸課題に的

確に対応するとともに、県民の豊かなくらしを実現するための未来への投資をは

じめとする本県の発展を目指す新たな取組みにより、「経済と財政の好循環」を

生み出し、香川の未来を次の世代につなげていく。 
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２．予算編成の基本方針 

令和８年度の予算編成は、物価高騰等に適切に対応するとともに、総合計画の

基本目標に掲げる「人生１００年時代のフロンティア県」の実現に向け、３つの

基本方針の下、１７の重点政策を積極的に推進する。 

具体的には、 

（１）「安全・安心で住みたくなる香川をつくる『県民１００万人計画』」 

「「子育て県かがわ」をつくる」､「教育の充実」､「女性や高齢者、障害者が

活躍する社会づくり」､「安心できる医療・介護体制を構築」､「災害や渇水に

強い県土をつくる」､「交通事故や犯罪のない安全安心な社会をつくる」､「人

口１００万人計画」 

（２）「活力に満ち挑戦できる香川をつくる『デジタル田園都市１００計画』」 

「産業拠点香川へ」､「「四国の玄関口」として確かなインフラ整備を進める」､

「農林水産業の先進県へ」､「県産品の販路拡大」､「あらゆる世代・人材で香

川の産業を支える」､「グリーン社会の実現」､「デジタル社会を形成する」 

（３）「多くの人が行き交い訪れたくなる香川をつくる『にぎわい１００計画』」 

「観光客２割ＵＰを目指して」､「まち全体の美化推進」､「文化芸術、スポ

ーツの振興による地域活性化」 

などの施策に積極的に取り組むとともに、県民の安全・安心なくらしを守り、

県内経済の発展を支援するために必要な財政支出も効率的・効果的に行っていく。 

そのため、これまでの税収の増加分や歳出削減等で生み出された財源を、将来

負担を考慮したうえで、令和７年度に引き続き未来投資枠として設け、本県の発

展に資する新規事業に配分し、積極的に取り組んでいく。 

また、現在、国において検討されている「２０２５年総合経済対策」について、

早期の県経済活性化等のため、令和８年度当初予算の前倒しとして積極的に活用

する。 

一方で、財政の持続可能性を確保するため、「財政運営ビジョン」に沿って、

あらゆる歳入確保策や歳出抑制策など、財源不足解消のための具体的対策や財政

健全化に向けた取組みを確実に講じることにより、引き続き必要な財源を確保す

る。 

こうした方針の下で、財政の持続可能性を確保しつつ、「経済と財政の好循環」

を生み出し、香川の未来を次の世代につなげていく予算となるよう編成を進める。 

 

 

 

Ⅱ 予算編成の全般的事項 

令和８年度予算編成は、以下の視点に留意し、歳入・歳出全般について、施策

や事業の検証、点検のうえ、抜本的な見直しを徹底し、予算要求を行うこと。 
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なお、事業の見直しに当たって、組織の改正、職員配置の変更等を伴う場合は、

事前に人事課と十分な協議の上、要求すること。 

 

１．歳入の確保の徹底 

・県税や地方交付税の確保、外部資金の活用、県有未利用地等の売却、広告事業の

活用、県税滞納金や税外未収金の回収、「ふるさと納税（ガンバレさぬき応援寄

付）」制度、「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）」及びクラウドファン

ディング等による寄附の受入れなど、あらゆる歳入確保策の実施 

・新しい地方経済・生活環境創生交付金などの国庫補助・交付金の確実な確保及び

積極的な活用 

・地方交付税措置のある有利な県債の活用 

・現下の物価高騰等を踏まえた使用料・手数料の見直し 

・各種基金の計画的かつ効果的な活用 

 

２．歳出の見直し 

・県民ニーズに基づいた施策の企画・立案、県が事業を実施する理由や目的及び達

成目標の明確化 

・ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）の推進、行政評価結果等を踏まえた事業の

立案・見直し、事業終期（原則３年以内）を意識した事業計画の策定 

・適正な見積り等に基づいた予算額の精査 

・施策の有効性の観点等からの事務・事業の見直しやスクラップ・アンド・ビルド

の強化に加え、職員の働き方改革の観点から、施策の効果を共にする事業等につ

いて、これまで以上の部局間の連携・調整、重複事業の一元化 

・新規事業等に必要な財源の２分の１について、政策目的を共にする既存事業等の

スクラップ・アンド・ビルドの徹底による確保 

・事業数、事業量の徹底した管理 

・アウトソーシングなど民間活力の積極的な導入の検討 

 

３．行政経費の削減、事務の効率化の徹底（デジタル化の推進による事務の効率化） 

モバイルパソコンを活用したモバイルワークやペーパーレス会議・協議を実施

するほか、生成ＡＩ、オンライン会議サービス、会議録作成支援システム等の活

用、電子決裁や電子申請届出システム等による行政手続の見直しとオンライン化

を推進することで、業務の一層の効率化を図り、旅費、需用費等の事務的経費の

節減に努めること。 
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４．後年度負担の把握等 

計画的な財政運営を確保するため、各種事業について、常に後年度負担の見込

みを把握し、将来多大な財政負担をもたらすことのないよう十分検討を行うこと。 

また、事業化に当たっては、後年度負担の軽減を図るため、常に財源の最も効

率的な活用が図られるよう配慮すること。 

なお、外郭団体等について、常に債務等の状況を把握し、後年度、多大な財政

負担をもたらすことのないよう留意すること。 

 

５．予算調整範囲の重点化と各部局の主体性を活かした予算編成等の実施 

(1) 各部局が以下の点に留意し、主体性と責任を持つ現場重視、決算（成果）重

視の予算編成を行うこと。 

・部局ごとに一般財源の配分（全庁的な調整が必要な事項を除く。）を行う

ため、その範囲内で各部局の権限と責任を持った予算編成を行うこと。 

 特に、冷暖房費等の光熱水費等については、各年度の決算等を踏まえて部

局調整経費を措置していることから、各所属・各出先機関とも調整したう

えで、各部局において適正に予算配分を行うこと。 

・事業費の一律削減は厳に慎み、重点推進事業等も含めて、施策全般を総合

的に勘案のうえ、各部局の自主的・主体的な判断・考え方に基づく見直し

を徹底すること。 

・県民ニーズを的確に把握した上で、事業の優先順位を見極め、メリハリの

効いた予算編成を行うこと。 

・政策主幹等において調整機能を十分に発揮し、各部局自らが真に必要な施

策への重点化を行うこと。 

・広告事業やクラウドファンディング等の実施により得られる収入は、原則

として各部局の財源とすることも踏まえ、各部局において、主体的に歳入

確保に努めること。 

(2) 令和８年度当初予算編成では、行財政改革の一層の推進のため、また、全庁

的に人口減少・活力向上対策に取り組む観点等から、部局調整経費であっても、

予算調整段階において、必要に応じて全庁的調整を行う。 

 

６．事業の目標設定と県民への説明 

総合計画などの各種計画で示した指標なども踏まえ、事業の目標を明確にする

とともに、予算編成作業の透明性の向上、積極的な情報提供の観点から、各部局

からの要求状況を公表する。 

 

７．県民からの意見、議会審議等の反映 

県民からの意見・要望、議会での審議、採択された請願・陳情、市町等からの
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要望事項、監査の指摘事項等を的確に把握し、必要性、緊急性、優先度等を各部

局で十分検討し、対処すること。 

なお、制度改正は、事前に、経済界、各種団体や県民に十分に説明し、理解と

協力を得ること。 

 

８．年間総合予算 

令和８年度当初予算は、当該年度中に見込まれる財政需要のすべてを当初予算

に計上する年間総合予算として編成し、年度途中における補正は、当初予算成立

後の制度改正や災害など、特別の理由がある場合を除き行わない。 
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９．予算要求方式と見積り枠 

令和８年度の予算要求は、「財政運営ビジョン」を踏まえ、次の区分により見

積額を調整する。 

 

【令和８年度当初予算の要求枠等】  

経費区分 要 求 枠 等 

○全庁的調整経費（全庁的な調整が必要と認められる事業経費） 

 

○未来投資事業費 

○これまでの税収の増加分や歳出削減等で生み出され

た財源を活用して、「未来に向けて早急に解決しな

ければならない社会課題への対応」、「県勢発展の

礎を築くための投資」、「事業期間３年を目途に集

中的に財源配分」として実施する事業で、別途協議

の上、定めるものの年間所要額 

○重点推進事業費 

○「人生１００年時代のフロンティア県」の実現に向

けて、「県民１００万人計画」、「デジタル田園都

市１００計画」、「にぎわい１００計画」として重

点的に対応する事業で、別途協議の上、定めるもの

の年間所要額 

○政策的経費 
○将来の県勢発展と県民福祉の向上を図る事業で、別

途協議の上、定めるものの年間所要額 

○義務的経費 

 人件費、扶助費 

 公債費 

○年間所要額 

○準義務的経費 
○ルール的に金額が確定する繰出金や税収関連交付金

等制度的に事業費が定まるもの等の年間所要額 

○普通建設事業費  

 〇普通建設事業費

（公共）・国直

轄事業負担金 
○令和８年度の国の認証等見込額の範囲内 

（※国の令和７年度補正予算内示額との調整額） 
○普通建設事業費

（補助） 

〇普通建設事業費

（単独） 
○令和７年度当初予算額と同額 

○災害復旧事業費等 ○年間所要額 

○部局調整経費（各部局が主体性と責任を持って調整を行う事業経費） 

 
○経常的管理経費 

○令和７年度当初予算額の一般財源の

範囲内 相互に弾力的

調整が可能 
○一般歳出 

○令和７年度当初予算額の一般財源の

９８％の範囲内 
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１０．その他 

国の予算編成や地方財政対策の動向等によっては、必要に応じ、上記シーリン

グ率を含め、予算編成作業において弾力的対応を行う場合もあり得るので留意す

ること。 

 

 

Ⅲ 歳入に関する事項 

 

１．県 税 

課税客体等の的確な把握はもとより、ＱＲコード決済などのキャッシュレス納

付の推進や滞納整理の強化等により、徴収率の向上、未収金の解消に努め、より

一層の収入確保に努めること。 

また、税制改正による影響分を勘案し、収入額を見積ること。 

 

２．国庫支出金等 

国庫支出金については、制度の見直しなどの動向を十分に注視するとともに、

関係省庁の事業計画等を十分に調査検討して、補助基本額、補助率等を的確に把

握し、適正な収入見込額で積算し、過大見積りや、年度途中における大幅な補正

要因が生じないよう留意すること。また、その積極的活用を検討すること。 

超過負担は、実態をよく把握し、国に対し是正を働きかけるなど、その解消に

努めること。 

なお、国庫支出金等を会計年度任用職員の給与費等に充当できる場合は、補助

金等の交付申請に当たって、補助対象となる経費を全額申請することに遺漏がな

いよう留意すること。 

また、活用可能な外部資金の確保に努めること。 

 

３．分担金及び負担金 

事業の内容、受益の度合い、社会経済情勢等を総合的に勘案して適正に見積り、

均衡を失するものは負担の適正化を図ること。 

 

４．財産収入 

次に掲げる事項に十分留意して総点検を行い、収入の確保を図ること。 

① 利活用が困難な土地・建物、廃道敷、廃川敷等の遊休財産及び不用物品

については、適正な価格による処分を積極的に推進すること。 

② 工場用地や流通業務用地等として取得造成した土地については、積極的

に企業立地の促進を図ること。 
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③ 県が保有する土地・建物のうち、有効利用されていないものや保有する

必要性のないものは、適正な価格により積極的に売却を進めること。処分

等に一定の期間を要する土地は、暫定的な貸付など、有効活用を図り、維

持管理費等の負担の軽減を図ること。 

なお、未利用地の利活用、処分に当たっては、他の県有地等との調整が

必要となる場合もあることから、事前に財産経営課と協議すること。 

④ 生産物売払収入は、時価を基準として年間収入額を見積ること。 

⑤ 利子収入は、過大な見積りを行うことにより、結果として一般財源の振

替が行われることのないようにすること。 

 

５．使用料、手数料 

県民負担の適正化、公平化を図るために、原則としてすべて見直しの対象とし、 

① 当該収入を充てて執行する行政経費と収入額が著しく均衡を失している

もの 

② 現在の社会経済情勢にふさわしくないほど低廉なもの 

③ 国及び他県の例あるいは類似のケースとの負担の均衡が保たれていない

もの 

④ 地方交付税における積算単価に比べ著しくかい離しているもの 

等について、改定の方向で検討すること。 

特に、現在徴収していないものであっても、受益に応じた負担の公平という観

点から、新たに徴収すべきものは、積極的に見直しを行うこと。合わせて減免基

準の見直しについても検討すること。 

 

６．受託事業 

受託事業の性格、受託の事務量と処理能力の兼ね合い等により受託の適否を判

断するとともに、受託収入額も、直接事業執行のため支出する経費のみならず、

原則として、事業に従事する人件費、関連事務費等を含めた適正な額を確保する

こと。 

 

７．県 債 

持続可能な財政運営を進めるため、元金プライマリーバランスや県債残高、年

度間の公債費の平準化に留意しつつ、県債発行を行うこと。 

 

８．広告事業 

新たな財源確保を図る観点から、各部局において、広告事業の積極的な活用を

検討すること。なお、広告事業により得られる収入は、各部局の財源とする。

（ネーミングライツは１／２を各部局の財源とする。） 
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９．貸付金の回収 

県債の発行により将来の財政負担を増やすより、貸しているものを回収するこ

とを優先すべきとの考え方の下、積極的に貸付金の回収に努めること。 

 

１０．税外未収金の回収 

税外未収金の回収については、税務課に税外未収金を総括的に管理するグルー

プを設置し、債権の管理・回収の統一的なルールを定めた「税外未収金管理業務

指針」等に基づき、徴収確保を推進しているところであり、指針に基づいた統一

的な手法により、引き続き、債権の回収に積極的に取り組むこと。 

 

 

 

Ⅳ 歳出に関する事項 

 

１．給与費 

給与費の見積りは、別に定める「令和８年度予算積算単価表」に基づき、年間

所要額を見積ること。 

ただし、会計年度任用職員に係る給与費等については、「会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例」に基づいた積算方法を関係課より示すので、的

確に所要額を見積ること。 

 

２．扶助費 

国における制度の見直し状況や施策の動向、施策対象の傾向等を十分調査の上、

的確な見積りを行い、不用額を生じないようにすること。 

 

３．国庫補助負担事業 

事業実施に当たっては、その必要性、緊急性、効果、県の財政負担等を総合的

に検討し、主体的かつ重点的な事業選択を一層徹底すること。 

また、国庫補助負担金等が廃止・縮減されたものについての県費振替は、原則

として措置しないので、当該事業の廃止・縮減を行うこと。 

 

４．補助金 

(1) 補助金の見直し 

社会経済情勢の変化、公的部門と民間、県と市町の役割分担のあり方等を考

慮し、次の観点から、すべての補助金について事業内容・効果等を精査し、必

要な見直しを行うこと。 
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① 補助の目的が概ね達成されたと認められるもの等の廃止 

② 県の関与の必要性が低下したもの等の縮減又は負担割合の適正化 

③ 融資措置など他の措置により補助目的の達成ができるもの等の代替・移

行措置の実施 

④ 補助目的が同一又は類似のもの等の統合・メニュー化 

⑤ 高率補助及び県単独の継ぎ足し・上乗せ補助を行っている場合の補助率

の引下げ、廃止の方向での見直し及び終期設定 

⑥ 剰余金が生じている団体等に対する運営費補助金等の廃止・休止・縮減 

⑦ 奨励的補助金の終期設定、５年以上継続しているもの等の廃止 

 

(2) 補助金の新設 

補助金の新設に当たっては、次の観点に留意のうえ、十分な検討を徹底する

こと。 

① 一般財源の増加を伴う新規の県単独補助金は、措置しないこと。 

② やむを得ず補助金を新設する場合は、スクラップ・アンド・ビルドと終

期設定を徹底すること。 

③ 国庫補助事業は、県の単独継ぎ足し、上乗せ補助を措置しないこと。 

 

５．負担金 

各種団体等への負担金については、従来の実績にとらわれることなく、その目

的、必要性及び費用負担のあり方について見直しを行い、既に目的を達成したも

の、効果の乏しいものは廃止すること。 

 

６．投資的経費 

① 公共事業は、投資効果、大規模プロジェクト等の施策との関連など、必

要性と優先順位について総合的に考慮し、県土の均衡ある発展という観点

を踏まえた上で、国の対策にも適切に対応しつつ、計画的かつ効果的な投

資が行われるよう努めること。 

② 国直轄事業負担金は、県財政に過度の負担とならないよう、国との事前

協議を徹底するとともに、国の動向等を注視し、予算に的確に反映するこ

と。 

③ 単独事業は、投資効果や緊急性、公共事業との関連等その必要性につい

て十分検討の上、施策の選択による重点化を図ること。 

  なお、本来、補助事業として計画されるべき事業が単独事業により実施

されることのないよう、長期的視点に立って財源の効率的活用と計画的な

事業の推進に努めること。 
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④ 普通建設事業は、施策の必要性や費用対効果等を明らかにすること。 

⑤ 公共工事等の施工に当たっては、事業の重点化を徹底し、早期に事業効

果が発現するよう努めること。 

⑥ 災害復旧事業は、過年発生災害分は、国の認証見込額により、また、現

年発生災害分は、予算課と協議の上、見積ること。 

⑦ 公共施設等の長寿命化等を計画的に行うことにより、財政負担の軽減・

平準化に努めること。 

⑧ 県有施設の更新・リニューアルに当たっては、計画的に実施すること。

なお、その際は施設のあり方や必要性について、あらかじめ十分に検討を

行うこと。 

⑨ 公共施設の改修や設備の更新等に当たっては、計画・設計段階から、中

長期的な視点を持って省エネ効果や光熱水費等の節減効果の検証を行い、

環境負荷の低減と省エネルギー化を図ること。特に施設の新築・改築に当

たっては、令和５年３月３１日付け環境森林部長通知に基づき、ＺＥＢ化

及び太陽光発電設備の設置について検討を行うこと。 

 

７．経常的経費 

① 財政健全化を推進する観点から、経費全般について徹底したより一層の

節減合理化に努めるとともに、超過勤務の縮減、働き方改革などの観点か

ら、アウトソーシングが可能なものは積極的に導入を進めること。また、

県自らが率先して環境に配慮した活動を行う必要があるため、「かがわエ

コオフィス計画」において削減対象としている項目に係る経費は、この計

画の基本的考え方に沿って、引き続き、省資源・省エネルギーの観点から

一層の削減に努めること。 

② 各種施設は、運営責任の明確化と経営の効率化を促進するため、施設ご

との経営状況、利用状況を明らかにし、利用率の目標設定や受益者負担の

適正化を図ること。 

また、施設の管理運営経費について、各種設備・機器等の保守点検に係

る業務委託等に際しては、前例を踏襲することなく、コスト意識や経営感

覚を持って、安易に単独随意契約によることなく、入札等競争原理の徹底

などにより、維持管理経費の抑制を図り、効率的な運営に努めること。 

一方、施設の清掃等の業務を委託する場合には、合理的な理由に基づか

ない積算により事業者に負担を強いることがないよう、関係課が示す積算

基準や県内最低賃金の推移を踏まえ、適正な経費を見積ること。 
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なお、指定管理者制度を導入している公の施設は、近年の急激な人件費

上昇や物価高騰を踏まえ、スライド制度を適用し、適切に運用するととも

に、引き続き、県民サービスの向上と経費の縮減等を図る観点から、制度

導入の効果を十分に検証すること。 

③ 情報システムの開発や更改に当たっては、費用対効果の高いシステムと

するため、クラウドサービスやパッケージソフトの利用を前提とし、予算

要求の概ね１年前からシステム計画に着手すること。 

また、情報システムは、県民サービスの向上と業務改革の視点から、費

用対効果を検証し、有効性に乏しいシステムは廃止・統合を含め抜本的に

見直し、効率的なシステム運用を行うこと。 

その経費の見積りについては、既存システムに係る維持管理経費の一層

の削減に努め、システム構築は、後年度の負担を含めた費用対効果を明ら

かにすること。 

なお、２００万円以上のシステムの開発、運用等業務委託又はシステム

機器調達に係る予算要求は、「情報システム審査委員会」の事前審査を経

て行うこと。 

 

８．その他 

① 刊行物等の制作は、市町等との共同発行など工夫に努め、真に必要なも

のに限ることとし、事務用消耗品の購入や通信運搬費等の事務的経費も、

引き続き、節減に努めること。 

② 需用費のうち食糧費は、「食糧費の執行について（通知）」（平成７年

１０月３０日付け７財Ｂ第１４８号総務部長通知）に基づき、引き続き、

適正に見積ること。 

③ 旅費は、適正な執行になお一層留意するとともに、執行状況を踏まえ、

適切に見積ること。 

④ 高額備品の導入に当たっては、取得費用だけでなく、ライフサイクルコ

ストの抑制策や、購入、借入、業務委託なども含め導入手法を十分検討し、

経費の節減に努めること。 

⑤ ＤＶＤ等の映像作品等の作成に当たっては、その作成目的に資する活用

方法や費用対効果等を十分検討の上、著作権等の権利関係に留意しつつも

安易な発注は慎み、所要額を適切に見積ること。 

⑥ ホームページの作成は、原則として行政情報提供システムによるものと

し、システム上の制約から外部サーバーへ移行するものを含めて、業務委

託による場合はその必要性を検証すること。 
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Ⅴ 債務負担行為に関する事項 

 

債務負担行為は、将来の支出が予定されるものについて適切に設定すること。 

後年度の財政負担を義務付けることになるので、制度本来の趣旨に基づく適正

な運用に留意し、財政運営を圧迫する要因とならないよう、その対象事業及び限

度額について十分精査すること。 

ついては、債務負担行為の設定に当たっては、「債務負担行為（債務保証）調」

を提出すること。 

 

 

 

Ⅵ 特別会計及び企業会計等に関すること 

 

特別会計及び企業会計への繰出金、財団等への出資金は、一般会計に多大な影

響を及ぼしており、さらに抑制を図る必要があることから、事業内容を十分に検

討し、必要な見直しを行うとともに、次の点に留意すること。特に、特別会計や

企業会計の財源不足額について、安易に一般会計からの繰入金に依存することな

く、会計内での調整を基本とし、会計の健全かつ安定的運営に努めること。 

 

１．特別会計は、原則として独立採算制の堅持に努めるとともに、一般会計に準

じ管理的経費の増嵩を避け、それぞれの会計の設置目的に沿って、年間必要額

を見積ること。特に、貸付事業は、過去の貸付金の回収において滞納が生じな

いよう特段の努力を払うこと。 

 

２．企業会計は、一般会計との間の経費負担区分の明確化を図るとともに、経営

の総点検を実施し、業務運営の合理化及び能率化に徹し、長期的見通しに立っ

て企業としての独立採算制、経営の健全化・効率化を基礎とした予算見積りを

行うこと。 

 

３．決算において損失が継続的に生じるなど経営状態の厳しい会計は、経営健全

化対策を踏まえ、予算見積りを行うこと。 

 

４．外郭団体は、自ら経営の合理化に努め、長期的見通しの下に健全経営を行う

とともに、県においても、団体そのものの必要性やメリットを検証し、廃止・

統合を進めるほか、経営責任の明確化、事業運営の効率化、経営の自立性の確

保など抜本的な改革を進めること。 
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また、県から補助金等が支出されている場合は、事業の必要性のみならず、

適正な人員配置で執行されているのか等を検証し、県予算の要求を行うこと。 

さらに、基本財産の活用等についても、検討すること。 

 

５．県が出資している財団・基金等についても良好な資産運用に努めるとともに、

令和８年度の事業計画の作成に当たっては、県の施策・予算との関連に十分留

意し、長期的見通しの下に事業の効果、妥当性等について十分検討を行うなど、

事務事業の整理合理化、経費の節減、基本財産のあり方や自主財源の強化など、

徹底した経営の見直しに取り組み、社会経済情勢の推移に即応した適切な対応

がなされるよう十分指導すること。 

また、今後、財団の廃止など見直しが行われる団体は、その見直し内容を踏

まえた県予算の要求を行うこと。 

 

６．上記団体のうち、「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」の対象と

なる法人は、その内容に沿って、適切な事業運営及び財務管理が行われるよう、

十分指導すること。 

 

７．地方公共団体の財政健全化法の健全化判断比率は、特別会計、企業会計のほ

か、公社や第三セクター等を含む範囲を対象として算定することから、それら

の財政状況や債務保証のあり方等について、十分留意すること。 

 

 

 

Ⅶ その他 

 

１．関係課との連絡協議 

次の事務事業等については、必ずそれぞれの関係課へあらかじめ連絡し、また、

事前に十分協議を経た上で予算計上するなど、事業執行段階において支障が生じ

ることのないよう留意すること。 

① 情報システムの開発や情報機器の導入など情報化に関する事業 

情報システム課 

② 会計年度任用職員等非常勤職員の雇用、県に事務局を置く任意団体（実

行委員会など）の設置 人事課 

③ 各種施設の建設、建物の増改築及び修繕 営繕課 

④ 建物の新増築等、県有地の取得及び処分等、施設の移転による既存施設

の利活用 財産経営課 
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２．積算単価 

予算見積書の積算は、原則として「令和８年度予算積算単価表」によること。 

定めのないものは、適正な価格により積算し、見積書、その他評価見積りの根

拠となる資料など必要な資料を用意すること。 

 

３．予算外議案の取扱い 

予算外議案も、予算編成と並行して諸準備を進めること。 

なお、提出日は別途通知する。 

 

４．予算編成日程等 

予算編成方針の通知 １１月１９日（水） 

  

予算見積書、各関係資料の提出 １２月 ５日（金） 

予算調整 

日  程 

予算課長調整 １２月中旬～１２月下旬 

政策部長調整 １２月下旬～１月中旬 

知事調整 １月中旬～１月下旬 

記者発表 ２月中旬 

 


